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【発行日】令和2年11月12日(2020.11.12)

【公開番号】特開2018-143495(P2018-143495A)
【公開日】平成30年9月20日(2018.9.20)
【年通号数】公開・登録公報2018-036
【出願番号】特願2017-41333(P2017-41333)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年9月28日(2020.9.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技板の前面に備えた遊技領域に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側
領域かに遊技球を流下させて遊技を行う遊技機であって、
　前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の外側の境界線を特定し、その外側の境界
線を遊技球が超えることを規制する外側の流下規制突部と、
　前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を特定し、その内側の境界
線を遊技球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、
　前記内側又は外側の一方の流下規制突部の一部として設けられ、遊技球が左右方向の一
方に向かって転動する第１転動面と、
　前記第１転動面の上方に位置し、前記第１転動面が設けられていない前記内側又は外側
の他方の流下規制突部の一部として設けられ、前記第１転動面の転動方向と反対の方向に
下るように傾斜し、遊技球が転動する第２転動面と、
　前記第１転動面に開口する入賞口と、
　前記入賞口への遊技球の入賞を規制する入賞困難位置と、前記入賞困難位置より前記入
賞口への遊技球の入賞が容易な入賞容易位置との間を移動する可変部材とを備え、
　前記遊技板の前面から突出し、前記入賞口の左右方向の一方側の開口縁を基準点として
、その基準点から前記入賞口の他方側の開口縁側に延ばした仮想基準線を、前記基準点を
中心に上方に回動したときに、前記基準点と前記一方の流下規制突部との間を結ぶ線分が
最初に接する基準接触部を設け、
　前記基準接触部に接する前記線分である入賞線分と前記一方の流下規制突部とに囲まれ
た入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通過する以外の遊技
球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有しないことを特徴と
する遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
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　上記目的を達成するためになされた請求項１の発明は、遊技板の前面に備えた遊技領域
に遊技球を打ち込んで、その遊技領域の右側領域か左側領域かに遊技球を流下させて遊技
を行う遊技機であって、前記遊技板の前面から突出して前記遊技領域の外側の境界線を特
定し、その外側の境界線を遊技球が超えることを規制する外側の流下規制突部と、前記遊
技板の前面から突出して前記遊技領域の内側の境界線を特定し、その内側の境界線を遊技
球が超えることを規制する内側の流下規制突部と、前記内側又は外側の一方の流下規制突
部の一部として設けられ、遊技球が左右方向の一方に向かって転動する第１転動面と、前
記第１転動面の上方に位置し、前記第１転動面が設けられていない前記内側又は外側の他
方の流下規制突部の一部として設けられ、前記第１転動面の転動方向と反対の方向に下る
ように傾斜し、遊技球が転動する第２転動面と、前記第１転動面に開口する入賞口と、前
記入賞口への遊技球の入賞を規制する入賞困難位置と、前記入賞困難位置より前記入賞口
への遊技球の入賞が容易な入賞容易位置との間を移動する可変部材とを備え、前記遊技板
の前面から突出し、前記入賞口の左右方向の一方側の開口縁を基準点として、その基準点
から前記入賞口の他方側の開口縁側に延ばした仮想基準線を、前記基準点を中心に上方に
回動したときに、前記基準点と前記一方の流下規制突部との間を結ぶ線分が最初に接する
基準接触部を設け、前記基準接触部に接する前記線分である入賞線分と前記一方の流下規
制突部とに囲まれた入賞容易領域が、遊技球１つ以上の大きさでかつ、前記入賞線分を通
過する以外の遊技球の進入経路を有さずかつ、前記入賞口以外の遊技球の退出経路を有し
ないことを特徴とする遊技機である。
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